別紙　外国語指導助手派遣に関するプロポーザル方式審査基準（案）

１　趣旨
この基準は，外国語指導助手派遣に関するプロポーザルに対する提案を審査し，最も優秀な提案を行ったと認められる者を選定するために必要な事項を定めるものである。
２　評価方法
　(1) 評価方法
　　　下記の総合評価基準により，総合評価点数を決定する。
　　　・総合評価点数＝提案評価点＋価格評価点
　　　・提案評価点の配点は９０点，価格評価点の配点は１０点とし，合計の総合評価点数の満点は１００点とする。
(2) 提案評価
提案評価は下記の評価項目ごとに評価を行う。
提出書類及びプレゼンテーションによって選定委員が評価基準に基づき評価したものを評価点とする。
評価項目及び評価基準は以下のとおり。
	
	項　　目
	内　　容
	配点

	１
	会社概要
	・会社規模等が業務を遂行する上で妥当か
・外国語教育に対する基本理念が明確且つ適正であるか
・柏市への対応が的確にできる組織等になっているか
	１０

	２
	柏市において展開可能な事業計画
	・2年以上の経験を有するALTを，年間を通して同じ学校に派遣する体制が整っているか
・年間計画作成後，学校行事等による時間変更に対応して，年度途中でもスケジュールの変更に対応することができるか
・外国語の授業以外の様々な行事（国際交流会，イングリッシュキャンプ等）で指導し，国際理解教育に貢献するために対応できるか
・児童生徒等と良好なコミュニケーションを図りながら指導に当たることができるか。また，日本語で意思疎通ができる語学力のあるALTを配置することができるか
	１０

	３
	ALT配置事業実績
	・ALT配置事業における実績が十分であるか
	１０

	４
	ALTの採用方法・条件
	・身元保証ができ，業務に必要な学歴，教員資格，国際的な指導資格（TESOL等）を有する者を多く採用しているか
・日本の学校教育を理解し，子どもが好きで，熱心に指導ができる者を採用しているか
・日本語や日本文化を理解しようとし，積極的に学んでいこうとする者を採用しているか。
	１０

	５
	ALTの研修体制・内容
	・学校配置前，期間内において，柏市で使用する教科書についてなどの研修は，十分に行われているか
・ALTの業務状況を把握するために，定期的にALTの評価を適切に行っているか
・業務の未熟な部分に対するフォロー研修は行われるか
	１０

	６
	ALTの管理体制
	・ALTの勤務状況の把握は適切に行われるか（電話，メール等による定期連絡，学校訪問等）
・ALTの服務，健康診断等に関する管理体制は具体的かつ十分であるか
・社会保険の加入については，関係法令を遵守しているか
	１５

	７
	ALTのトラブルへの対応
	・学校，事業者，ALTの間の連絡が迅速かつ的確に行える体制があるか
・ALTが急遽帰国や退職することになった場合や急病，遅刻，欠勤に対して，遅れることなく代替ALTを配置できるか
・専任コーディネーター等が配置され，学校からのクレームへの対応や労使間のトラブル対応を含む危機管理体制が整っているか
	１５

	８
	フォロー体制
	・配置先学校の教職員に対する研修，アンケート等を行うなど，授業者の支援にも配慮しているか
・学校，事業者，ＡＬＴの間の連絡が迅速かつ的確に行える体制があるか
	５

	９
	プレゼンテーションの状況
	・企画提案書等（説明内容を含む）に整合性があり，具体性・実効性があるか。また意欲，熱意が感じられるか
・柏市の目的・方針を理解している提案であるか
	５



(3) 価格評価
　見積書の提案金額から点数を算出する。
　提案上限額（７６，４２８，０００円）を超えた場合は失格となる。
　提案価格が提案上限額より低いほど加点されるが，提案上限額の８割を価格評価対象下限額とし，それを下回っても点数は配点以上に増えないものとする。
算出方法は以下のとおり。
・価格評価点＝配点（１０点）×（ａ‐ｘ）÷（ａ‐ｂ）
　（小数点以下四捨五入）
※ａ＝提案上限額
※ｂ＝提案上限額×０．８（価格評価対象下限額）
※ｘ＝提案価格（税込み）。ただしｘはｂを下回らない。ｘ＜ｂの場合
ｘにはｂが入る。
　価格評価計算例
	提案価格例
	評価点数(２０点満点)

	７６，４２８千円超（予算超）
	失格

	７５，０００千円
	１

	７２，０００千円
	３

	６９，０００千円
	５

	６６，０００千円
	７

	６４，０００千円
	８

	６２，０００千円
	９

	６１，１４２．４千円未満
	１０



　(4) 最高合計点数の提案者が複数いた場合の選定方法
　　　提案評価の得点が高い事業者を上位提案者とする。提案評価の得点も同点の場合は委員長の評価が高い方を上位提案者とする。
